
牛、めん羊及び山羊由来の原料を使用した肥料の
BSEに係る規制を見直しました（令和７年９月）

牛、めん羊及び山羊（以下、牛等という。）の肉や骨などを含む肥料は、BSEの発生を予防
するため、摂取防止材等の混合またはBSEの発生予防に効果がある原料加工等の管理措
置を義務付けてきました。今般、このような肥料が、牛用飼料等へ流用・誤用される可能性
が極めて低いという状況等を踏まえ、これらの管理措置を原則不要としました。

家畜衛生だより
令和７年度１４号（牛・めん羊・山羊） 令和７年９月発行

南 部 家 畜 防 疫 協 議 会
（ 公 社 ） 千 葉 県 畜 産 協 会
千 葉 県 南 部 家 畜 保 健 衛 生 所
〒 2 9 6 - 0 0 3 3 鴨 川 市 八 色 5 2
 電 話  0 4 ( 7 0 9 2 ) 2 3 0 4
F A X 0 4 ( 7 0 9 2 ) 1 4 3 4




	スライド 1
	スライド 2

